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（開示事項の経過） 

基準日後株主に対する議決権付与に関するお知らせ 

 

当社は、2025年９月25日付で公表いたしました「基準日後株主に対する議決権付与に関するお知らせ」

のとおり、2025年10月17日に開催予定の当社臨時株主総会（以下、「本臨時株主総会」といいます。）に係

る基準日（2025年８月29日）後から本臨時株主総会の前日となる本日までに、First Plus Financial 

Holdings Pte. Ltd.（以下、「First Plus社」といいます。）が当社第19回新株予約権（以下、「本第19回

新株予約権」といいます。）の行使により当社普通株式を取得した場合、当該株式につき本臨時株主総会

における議決権を付与（以下、「本議決権付与」といいます。）することを当社取締役会において決議いた

しました。 

本議決権付与は、First Plus社による本第19回新株予約権の行使に伴う当社普通株式の取得にかかる外

国為替及び外国貿易法第27条に基づく事前届出に関する審査（以下、「本審査」といいます。）が2025年10

月10日までに完了し、同年10月16日までに本第19回新株予約権の行使による当社普通株式の発行がなされ

ることを条件としておりましたが、現時点において本審査が継続中であり、また、本日中に本第19回新株

予約権の行使による当社普通株式の発行がなされないことが確定したため、本議決権付与は行わないこと

となりましたのでお知らせいたします。 

本議決権付与を予定していた株式は以下のとおりです。 

 

（１） 発行株式数 普通株式 1,488,000 株 

（２） 議決権の数 14,880 個 

（３） 株主名 First Plus Financial Holdings Pte. Ltd.（以下、「First Plus 社」といいます。） 

（４） 議決権総数に占める割合 6.34％ 

（注）１．First Plus 社からは、本臨時株主総会の基準日までに、本第 19 回新株予約権全ての行使代金に

係る事前の払込みが行われております。 

   ２．First Plus 社は、当社普通株式を 2,230,000 株保有する筆頭株主かつ主要株主であり、本第 19

回新株予約権の行使による発行株式に係る議決権を合算した場合、First Plus 社の本臨時株主

総会における議決権数は 37,180 個（議決権総数に対する割合は 15.85％）となります。 

   ３．議決権総数に占める割合は、2025 年８月 29 日現在の総株主の議決権数（219,674 個）に、本第

19 回新株予約権の行使による発行株式数の議決権数を加算した数を基に算出しております。 

 

以上 


